
平成 30 年度第１回海老名市市民活動推進委員会 次第 

            日時 平成 30 年６月１日（金）10 時 00 分～ 

場所 海老名市役所 政策審議室（３階） 

  １ 開会 

  ２ 委員の紹介 

  ３ 職員の紹介 

  ４ 正副委員長の選出・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

  ５ 議題 

 平成 30 年度スケジュールについて・・・資料４－１ ４－２

 昨年度からの検討課題について・・・・・・・・・・・資料３ 

 事業視察報告について・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 

  ６ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２－１ ２－２

７ 閉会 

◆次回の市民活動推進委員会 

 日時 平成３０年９月 28 日（金）予定  

 場所  ７０７会議室 予定 

 内容 平成３０年度市民活動推進補助金制度について 



市民活動推進制度
について

日時：平成30年６月１日（金）
10時00分～

場所：海老名市役所 政策審議室

資料２－１



１．目的

市民、市民活動団体、行政の協働でこころ豊かに
暮らせるまちを実現する。

市民活動を推進するための環境を整備し、その活
動の健全な発展を促進することを目的として、市民
活動推進条例を定めている。

背景 社会環境の変化に伴い、様々な問題を解決するために、行政の活

動のみならず、市民、市民活動団体による多様な市民活動の活性化が必要
である。



２．市民活動推進施策

海老名市市民活動推進補助金制度

市民の自主的な参加によって行われる公益性のある事業を対象に
補助金の交付を行う制度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

申 請 団 体 18団体 7団体 11団体 15団体

申 請 金 額 2,180,000円 1,716,400円 1,700,000円 3,392,000円

交 付 団 体 7団体 7団体 8団体 １０団体

交付確定金額 1,560,000円 1,538,000円 1,365,178円 1,800,000円

※平成30年度の補助事業については、事業継続中のため事業終了時の
精算をもって交付金額が確定されます。



２．市民活動推進施策
海老名市市民活動補償制度

市民が安心して市民活動に参加し従事できるよう市民活動中に偶然に
発生した事故について補償する制度。

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

申 請 件 数 3件 1件 2件 3件

支 払 金 額 249,000円 2,000円 212,000円 228,912円

※平成29年度事故について、保険金支払未完了事故１件有



３．市民活動推進委員会

市民活動の推進及び、次の事項について、市長の
諮問に応じ、調査、研究、審議等を行う。

(1)  市民活動の推進に関すること。
(2)  市民活動の施策に関すること。
(3)  市民活動への支援の適否に関すること。
(4)  市民活動団体に対する財政的支援に関すること。
※会議は委員の過半数の参加が条件になる。

委員の人数 ８人以内
委員の任期 ２年

（平成30年6月1日～平成32年5月31日）
委員の報酬 日額８，７００円（※視察は報酬対象外）
設置根拠 市民活動推進条例第9条



４．委員会の今後の予定
予 定 時 期 内 容

平成３０年５月、９月、
１０月、１１月に各１
回

・平成30年度市民活動推進補助金

制度の検討及び確定、スケジュール及び内容について確認

12月 ・12月１日号広報にて申請募集のご案内

・応募受付開始

・市民団体への説明会を実施 （事務局のみで対応）

平成31年１月 応募受付終了

１月下旬 補助金交付申請団体の書類郵送

２月上旬 質問受付及び回答

２月中旬 書類審査（一次審査）

３月中旬 公開プレゼンテーション審査（二次審査）

３月下旬 補助金審査結果の答申

※ 随時 補助金交付団体の事業実施状況を視察

市長の諮問に応じ、調査・研究・審議を行う



ＥＮＤ



海老名市市民活動推進補助金制度
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◆海老名市市民活動推進補助金制度創設の経緯

少子高齢化、環境問題など、社会的問題が増加

すべての問題に行政主導で対応していくことは困難

市民による多様な市民活動の活性化を図ることが求められている

平成22年４月１日に「海老名市市民活動推進条例」を施行

市民活動団体を財政的に支援するため、市民活動推進補助金制度を創設



次のすべての要件に該当するボランティア活動団体、特定非営利活動
法人、自治会等の市民活動団体が申請できます。

市民の自主的な参加によって行われる公益性のある事業を実施する
こと。

３人以上で構成していること。

この補助金を受けるに当たり、申請から結果報告まで責任を持って
事業を実施できること。

団体の運営に際し、この補助金だけでなく、自主財源（会費や事業
の参加費）を確保しており、寄附金を募ったりする等、団体の運営に
ついて自立している（しようとしている）こと。

⇒公益性のある事業

大勢の市民が利益を受けられる活動で、趣味的な活動や団体の会員だ
けが利益を受けられるものは、対象になりません。

１ 申請できる団体



２ 対象となる事業は？

対象となる事業は次のとおりです。

主として海老名市内で、市民の自主的な参加によって行われる
公益性のある事業。

交付決定日（平成３０年４月１日以降）から平成３１年３月
３１日までの間に実施する事業。

※複数年度に渡って実施する事業も補助の対象となります。
ただし、補助金を申請できる費用は、交付決定日から
平成３１年３月３１日までの間に必要なものに限ります。



対象とならない事業は？

営利を目的とする事業

宗教に関する次に掲げることを主たる目的とする事業
①宗教の教義を広めること。
②宗教の儀式行事を行うこと。
③宗教の信者を教化育成すること。

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる
目的とする事業

特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含みます。）
若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反
対することを目的とする事業

海老名市の他の補助制度の対象となる事業



３ 補助金の区分と金額

当該年度に審査申込ができるのは、入門編または発展編のいずれかの区分で１事業のみ。

入門編 発展編

該当する
事業

団体の自立を促進し、活動を軌道に乗
せるための事業

団体がこれまでに行ってきた活動の拡充を図る
事業、又は活動の発展を目的に次の一歩とし
て新たに行う事業

補助金の額 上限１０万円 上限３０万円

補助金の
交付回数
（※）

１団体につき、１回のみの交付とする。 １団体につき３回まで交付できる。ただし、当
該年度に１回のみの交付とする。



◆平成30年度 海老名市市民活動推進補助金交付団体

続きあり ⇒

1 入門 Piccolini

Piccoliniの「親子で気軽にコンサート」シリーズ第８弾♪
Ring Ring Ring！
～魔法の鈴でヘンゼルとグレーテルを救おう～

○クリスマスコンサートの
実施

100,000 

2入門 えびなアレルギーサー
クル デイジー

アレルギー講習会
○講師を呼び、アレル
ギー講習会を実施

100,000 

3入門 シエスタラボ
こころと脳の健康フェス～大野裕氏・澤登和夫氏をお迎え
して～

○うつ病講演会の実施
一部 大野裕氏によるう
つ病講演会
二部 お昼寝コンサート
三部 パネルディスカッ
ション（大野・澤登・藤本）

100,000 

4発展 大谷四区親睦会 鯉のぼり事業
〇休耕地を利用した鯉の
ぼりの設置・撤収
〇鯉のぼりまつりの実施

200,000

5発展 （一社）海老名扇町エ
リアマネジメント

講演会事業（「パパのための防災講座イザ！という時に頼
れる父になる」）

〇父親向けの防災を学
ぶための講演会

145,000

区分 団体名 事業名 事業内容 審査結果



◆平成30年度 海老名市市民活動推進補助金交付団体（続き）

6発展 それいけ！ママフェスタ実
行委員会

それいけ！ママフェスタ
○地域で活躍しているママや女
性を迎え、子育てママに楽しん
でもらう祭りの開催

200,000

7発展 海老名で「第九」を歌おう
会実行委員会

えびなベートーヴェンコンサート第九2018 ○市民参加型の第九コンサート
の実施

245,000

8発展 ＮＰＯ法人海老名ガイド協
会

ずっと住み続けたいまち、えびなコミュニティカレッジ
海老名の偉人を語る～「中世武士・海老名氏」

○文化会館（小ホール）を利用し
ての講座開催

200,000

9発展 ＮＰＯ法人えびなの森の
楽校

第３回森の楽校 緑化フェステバル

○５月４日「みどりの日」に三日
月地でイベント実施。（野草観察、
里山クラフト、ドングリクッキー試
食、カブトムシ幼虫探しetc）

300,000 

10発展 福島と海老名の子ども交
流実行委員会

福島と海老名の子ども交流キャンプ
○福島と海老名の子どもたちの
交流キャンプ

210,000

区分 団体名 事業名 事業内容 審査結果



４ 対象となる経費

補助金の対象となる経費は、
事業を実施するために直接必要なものです。

謝礼 外部講師・指導者・協力者への謝礼等

旅費 外部講師・指導者の事業実施会場までの交通費、宿泊費

印刷製本費 事業についてのパンフレット・ポスター等の印刷製本費

消耗品費
パンフレットの用紙代、会議資料、活動資料、材料等の費用
※短期間または、一度の使用で消費されるもの

使用料 会場使用料

賃借料 機材等のレンタル料、バスの借り上げ料

通信費・運搬費 パンフレットや資料の送料、会場までの備品の運搬費

⇒事業を実施するために直接必要なもの
「これが無ければ、申請する活動を実施できない」という費用です。
団体の日常的な活動にかかる費用は、対象外です。

0



５ 対象とならない経費

次の経費は、補助金の対象とはなりません

団体の事務所等を維持
するための経費

事務所の家賃・光熱水費

団体の経常的な活動に
要する経費

事務所までの交通費、団体のパンフレットの紙代・
印刷代、構成員への郵送代

団体の構成員による会
合の飲食費

事業の打ち合わせ時の飲食費

団体の構成員に対する
人件費、謝礼等

事務員の人件費、構成員への謝礼

団体の備品購入費（事
業終了後に団体の財産
となり得るもの）

衣装や楽器、電子機器等の購入費

（レンタルの場合は、賃借料として対象と見なしま
す）



６ 申請方法は？

◆受付期間
平成３１年１月上旬から１０日間程度

◆申請方法
市民活動推進課へ予約の上、直接申請書類を持参。
※郵送による申請はできません。
※書類の内容を確認する場合がありますので、説明できる方にお越しいただき
ます。

◆申請書類
申請に必要な書類は、市のホームページからもダウンロードできます

○ 海老名市市民活動推進補助金交付審査申込書
○ 海老名市市民活動推進補助金収支予算書
○ 海老名市市民活動推進補助金申請団体の概要書
○ 団体の規約、会則、定款又はこれに類するもの
○ 団体の役員名簿又はこれに類するもの
○ 団体の活動が分かる会報等



７ 審査について

補助事業の審査は、書類審査とプレゼンテーションにより、公募委員等
で構成する海老名市市民活動推進委員会が行います。

書類審査

申請時に提出された書類を基に、対象団体及び対象事業であるかを審査し
ます。
日時 平成３１年２月（予定）
場所 未定

プレゼンテーション

書類審査の結果、プレゼンテーション審査の対象となった事業に対する補
助の適否を審査します。

日時 平成３１年３月 （予定）
場所 未 定
発表時間等 ①発表時間 １団体７分

②質問時間 １団体８分程度
発表方法 発表の形式は自由。



８ 書類審査基準

説 明 点数

公益性

公益性のある活動を行う団体か？ ５点

営利・宗教・政治等を目的としていないか？ ５点

多くの市民が事業の効果を受けられる事業か？ ５点

自主性
市民の自主的な参加によって行われる活動を行う団体か？ ５点

団体が自分たちの意思で行う事業か？ ５点

自立性 資金について、補助金だけでなく、団体の運営費を持っているか？ ５点

計画性

事業の計画に無理がなく、実現可能であるか？ ５点

事業の予算に無理がなく、積算も適当であるか？ ５点

対象経費が適正（対象外経費が含まれていない）か？ ５点

発展性 この補助金をきっかけに、事業や団体が発展できるか？ ５点

地域性
主として海老名市内で行われているか？ ５点

市民や地域のニーズを的確にとらえた、社会的に必要性のある事業であるか？ ５点

書類審査基準は、次の12項目です。



９ プレゼンテーション審査基準

審査基準 説 明 点数

公益性を持つ活動であること 多くの市民が事業の効果を受けられる。 １０点

自主性を持つ活動であること 団体が自分たちの意思で活動する。 ５点

自立性を持つ活動であること
資金について、補助金だけでなく、団体の運営費を
持っている。

５点

計画に実現性があること 事業の計画に無理がなく、実現可能である。 ５点

予算に現実性があること 事業の予算に無理がなく、積算も適性である。 ５点

先駆性・独創性を持つ活動で
あること

他に例がない新しい取り組みである。 ５点

全体での取り組みを行う活動
であること

事業の目的、実施について、団体全体で取り組む。 ５点

発展性を持つ活動であること この補助金をきっかけに、事業や団体が発展できる。 ５点

市民公益活動の特性を持つ事
業であること

行政が実施する場合とは違う手段や効果が期待できる。 ５点

プレゼンテーションの審査基準は、次の９項目です。



補助金の交付申請及び
請求書の提出
４月

補助金を交付
４月下旬

事業の実施

事業の実績報告

補助金の確定

１０ 補助金制度の流れ

応募書類を提出
平成３１年１月上旬

委員による質問受付
２月上旬

書類審査
２月中旬

プレゼンテーション
３月中旬

補助の可否・補助金額の決定
３月下旬



昨年度からの検討課題 

１ 補助金交付終了団体に対する支援の在り方について

 昨年 11 月に実施した理事者協議において、「交付が終了した団体に対しての支
援策の 1 つとして、公益性の高い事業や市が行うべき事業については、該当する
所管課等に振分けを行い、委託事業として継続できるような支援の在り方を検討

するように」とのことであった。

 これを踏まえて、補助金を交付している、交付し終えた事業の中で、上記に合

致している事業に対しての委託化等を検討していきたい。

２ 補助金の補助割合について

 昨年度に引き続き補助割合について、近隣都市・先進都市の状況を踏まえなが

ら、検討していきたい。

 理事者協議の中では、激変緩和措置等についても検討すべきということであっ

た。また、入門編について、現在上限額が 10万円であるが、団体の初期投資を考
えた場合、補助割合の上限金額を上げることや、備品の購入等についても認める

こと等を検討すべきとという意見もあった。

【参考：昨年度の委員会案】

  入門編

補助割合 分析

入

門

上限 10 万円で変わりは
ないが、補助金額は事業

予算額の 90％以内とす
る。また、交付回数を２

回とする。

１回であった入門編交付額を、２回とすることで、団体

の自立を促進していく。

  発展編

補助割合 分析

発

展

１回目・・・９０％

２回目・・・８０％

３回目・・・７０％

平塚市と同じ割合。審査申込団体にとっては、補助割合

の引き下げ率が低い為、事業が実施しやすいメリットが

ある。半面、自立を促すといった効果が少ないというデ

メリットがある。

資料３



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

平成30年度交付団体 団体の事業視察

事業周知

広報掲載

事業説明会

応募書類受付

委員による質問

一次審査
【書類審査】

二次審査
【プレゼン審査】

交付決定

平成30年度　海老名市市民活動推進委員会スケジュール（案）

推進委員会の開催予定

平成30年度

平成30年度
市民活動推進補助金の審査

平成31年度

随時 ： 団体の事業視察

二次審

12月1日号
掲載予定

交付決定

事業周知

１2月中旬
開催予定

第一回
６月

第二回
9月

第三回
10月

第五回
2月

第六回
３月

募集期間

質問期間

一次審査

第四回
1１月
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番号 区分 団体名 事業名 場　所 内　容 備考

1 発展 大谷四区親睦会 鯉のぼり事業 午前
大谷観音下
付近

鯉のぼり掲出事業 ※既に事業視察済み

2 発展
NPO法人

えびなの森の楽校
第３回森の楽校　緑化フェスティバル 14時まで 三日月地 緑化フェスティバルの実施 ※既に事業視察済み

3 発展
一般社団法人

海老名扇町エリアマネジメント
講演会事業（「パパのための防災講座　イザ！とい
う時に頼れる父になる」）

未定
リコーフュー
チャーハウ
ス

防災講演会事業

4 発展
福島と海老名の子ども交流実行

委員会
福島と海老名の子ども交流キャンプ

28日
（土）　13
時～31
日（火）
11時まで

門沢橋小学
校　外

福島の子どもたちと海老名の子どもたち
の交流事業

5 発展
それいけ！ママフェスタ実行員

会
それいけ！ママフェスタ 10:00～

ザ・ウィング
ス

子育てママを対象としたイベント

6 入門 シエスタラボ
こころと脳の健康フェス
～こころを元気にする10のヒント～

10月8日 （月） 13:00～
文化会館小
ホール

うつ病講演会事業

7 入門
えびなアレルギーサークルデイ

ジー
アレルギー講習会 11月10日 （土） 13:30～ 福祉会館 アレルギー講習会事業

8 発展
NPO法人

海老名ガイド協会
ずっと住み続けたいまち　えびなコミュニティカレッ
ジ　海老名の偉人を語る　「中世武士　海老名氏」

11月21日 （水） 13:00～
文化会館小
ホール

歴史講演会事業

9 入門 Piccolini
Piccoliniの「親子で気軽にコンサート」シリーズ第８
弾♪Ring　Ring　Ring　～魔法の鈴でヘンゼルとグ
レーテルを救おう～

12月9日 （日） 11:00～
文化会館小
ホール

コンサート事業

10 発展
海老名で第九を歌おう会実行委

員会
えびなベートーヴェンコンサート第九　2018 12月15日 （土） 16:00～

文化会館大
ホール

コンサート事業

平成30年度海老名市市民活動推進補助金交付団体イベントスケジュール　予定  

候補日時

５月４日（金）

６月下旬

１０月２日（火）

５月４日（金）

7月28（土）～31
日（火）
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平成 30 年度海老名市市民活動推進補助金 

交付団体事業視察 報告書  

１ 日時 

平成 30 年 5 月 4 日（金）午前 

２ 視察団体 

大谷四区親睦会 

補助金交付金額  200,000 円（発展区分） 

３ 視察事業 

鯉のぼり事業 

４ 視察場所 

 大谷観音下付近 

５ 参加者 

市民活動推進委員６名 

三部委員長、勝田委員、遠藤委員、堀尾委員、内山委員 

６ 結果 

 事務局は帯同できなかったため、委員各自による視察を行っていただい

た。 

・今年も多数の鯉のぼりが元気よく泳いでおり、世話役の皆さんのお骨折

りが窺えた。特に今年はのぼり竿を従来の木製、アルミ製のみから地域

の方の協力でその一部に大きな竹竿を採用するなど世話役から補助金交
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付終了後も、この事業を継続する意向を示された。 



平成 30 年度海老名市市民活動推進補助金 

交付団体事業視察 報告書  

１ 日時 

平成 30 年 5 月 4 日（金）午前 

２ 視察団体 

えびなの森の楽校 

補助金交付金額  300,000 円（発展区分） 

３ 視察事業 

 第三回森の楽校 緑化フェスティバル 

４ 視察場所 

 三日月地 

５ 参加者 

市民活動推進委員６名 

三部委員長、勝田委員、遠藤委員、堀尾委員、内山委員 

６ 結果 

 事務局は帯同できなかったため、委員各自による視察を行っていただい

た。 

・市民への広報がよく、また天候にも恵まれ、開会式には大勢の親子が

参加。いろいろな催事あり、盛況であった。 

  今回の補助金が３回目で、来年以降について伊藤理事長より各方面へ



の寄付金のお願いなどを含め、事業を継続するとのことであった。 



○海老名市市民活動推進条例  
                         平成22年３月30日  
                         条例第８号  

   海老名市市民活動推進条例  
 私たちの社会を取り巻く環境は、さまざまな分野で常に変化しています。  
 少子高齢化、環境問題、子どもや青少年をめぐる問題などのすべてに行政主導で対応していくことは困
難な状況にあり、あらゆる社会的場面において、人々が相互に支え合い、助け合っていくことの重要性が
より一層増してきています。  
 海老名市においても、さまざまな問題を解決して、安全で安心な地域社会を次世代に引き継いでいくた
めに、行政の活動だけではなく、市民と自治会も加えた市民活動団体による多様な市民活動の活性化を図
ることが求められています。  
 私たちは、海老名市自治基本条例と海老名市市民参加条例の理念を尊重し、市民、市民活動団体、行政
の協働によるこころ豊かに暮らせるまち「海老名」を実現するために、この条例を制定します。  

 （目的）  
第１条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体及び行政の役割を明
らかにするとともに、市民活動を推進するための環境を整備し、その活動の健全な発展を促進すること
を目的とします。  
 （定義）  
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。  
 (１) 市民 市内に住所のある人、市内で働く人、市内で学ぶ人並びに市内で事業活動及び公益的な活

動を行う団体をいいます。  
 (２) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる公益性のある活動で、次のいずれにも該当しな

いものをいいます。  
  ア 営利を目的とする活動  
  イ 宗教に関する次に掲げることを主たる目的とする活動  
   (ア) 宗教の教義を広めること。  
   (イ) 宗教の儀式行事を行うこと。  
   (ウ) 宗教の信者を教化育成すること。  
  ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動  
  エ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいいます。以下同じ

です。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含みます。）若しくは公職にある者又は政党を
推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動  

 (３) 自治会 町の区域、字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成さ
れた団体をいいます。   

 (４) 市民活動団体 第２号に規定する市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア
活動団体、特定非営利活動法人、自治会等をいいます。  

 (５) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
（それぞれ職員を含みます。）をいいます。  

 (６) 協働 自主性を尊重しながら、相互にパートナーとして意見を出し合い、相補い、協力すること
をいいます。  

 （基本理念）  
第３条 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動が豊かで活力のある地域社会の形成に果たす役割を認
識し、協働して市民活動の推進に努めるものとします。  
２ 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動の推進に当たっては、公開性及び透明性を原則とし、相互
に情報の共有に努めるものとします。  
３ 行政は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重します。  
４ 行政は、市民活動の支援に当たっては、公平かつ公正に行います。  
 （市民の役割）  
第４条 市民は、基本理念に基づき、自らがまちづくりの主役としての自覚を持ち、市民活動の意義と重
要性に対する理解を深め、自発的な意思によって市民活動に参加し、協力するよう努めるものとしま
す。  
 （市民活動団体の役割）  
第５条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその責任を自覚し、市民活動
を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。  
 （行政の役割）  
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第６条 行政は、基本理念に基づき、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めます。  
 （行政の支援）  
第７条 行政は、前条の規定に基づき、市民活動に対し必要な支援に努めます。  
 （協働事業）  
第８条 市民、市民活動団体及び行政は、基本理念に基づき、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割
を理解し、尊重し合いながら協働して事業を行うものとします。  
２ 市民、市民活動団体及び行政は、協働して行った事業の内容、過程及び結果を公開するものとしま
す。  
 （市民活動推進委員会）  
第９条 市民活動の推進及び第７条の支援に関し、市長の諮問に応じ、調査、研究、審議等を行うため、
海老名市市民活動推進委員会（以下「委員会」といいます。）を設置します。  
２ 委員会は、委員８人以内をもって組織します。  
３ 委員会の委員（以下「委員」といいます。）は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。  
 (１) 公募した者（市内に住所を有する者に限ります。）  
 (２) 市民活動を行う者  
 (３) 学識経験者  
 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者  
４ 委員の任期は、２年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。  
５ 委員は、再任することができます。  
６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。  
 （委任）  
第１０条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、市長が別に定めます。  
   附 則  
 この条例は、平成22年４月１日から施行します。  



○海老名市市民活動推進委員会規則  
                         平成22年３月31日  
                         規則第21号  
       改正 平成24年３月29日規則第16号  

   海老名市市民活動推進委員会規則  
 （趣旨）  
第１条 この規則は、海老名市市民活動推進条例（平成22年条例第８号。以下「条例」という。）第９条
第６項の規定に基づき、海老名市市民活動推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関
し、必要な事項を定める。  
 （所掌事項）  
第２条 委員会は、条例第９条第１項の規定に基づき、市長の諮問に応じて次に掲げることについて、調
査、研究、審議等を行う。  
 (１) 条例第２条第２号に規定する市民活動（以下「市民活動」という。）の推進に関すること。  
 (２) 市民活動の施策に関すること。  
 (３) 市民活動への支援の適否に関すること。  
 (４) 条例第２条第４号に規定する市民活動団体に対する財政的支援に関すること。  
 （委員長等）  
第３条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。  
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す
る。  
 （会議）  
第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。  
２ 会議は、委員会の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  
 （意見等の聴取）  
第５条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見及び説明を
聴くことができる。  
 （会議の公開）  
第６条 会議は、公開とする。  
 （庶務）  
第７条 委員会の庶務は、市民活動推進課において処理する。  
    （平成24規則16・一部改正）  
 （委任）  
第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め
る。  
   附 則  
 この規則は、平成22年４月１日から施行する。  
   附 則（平成24年３月29日規則第16号）  
 この規則は、平成24年４月１日から施行する。  
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海老名市市民活動推進補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、海老名市市民活動推進条例（平成22年条例第８号。以下「条例」

という。）第７条の規定に基づく市民活動に対する支援の実施に当たり、市民活動

団体の育成を図り、もって市民活動の健全な発展を促進するため、予算の範囲内に

おいて補助金を交付することについて、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭

和58年規則第12号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 市民活動 条例第２条第２号に規定する市民活動をいう。 

(２) 市民活動団体 条例第２条第４号に規定する市民活動団体をいう。 

(３) 海老名市市民活動推進委員会 条例第９条第１項に規定する海老名市市民

活動推進委員会（以下「委員会」という。）をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、主として市内で行

われる市民活動とし、補助事業の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める事業とする。 

 (１) 入門編 団体の自立を促進し、活動を軌道に乗せるための事業 

(２) 発展編 団体がこれまで行ってきた活動の拡充を図る事業又は活動の発展

を目的に次の一歩として新たに行う事業 

２ 前項の規定にかかわらず、市の他の補助制度を利用している事業は、補助の対象

としない。 

（補助対象団体） 

第４条 補助の対象となる団体は、３人以上で構成する市民活動団体（以下「団体」
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という。）とし、団体の構成員の過半数以上が市内在住、在勤、在学者であること

とする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、次

に掲げる経費は、補助の対象としない。 

 (１) 団体の事務所等を維持するための経費 

 (２) 団体の経常的な活動に要する経費 

 (３) 団体の構成員による会合の飲食費 

 (４) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額及び交付回数は、別表のとおりとする。 

（補助金の交付受付） 

第７条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、海老名市市民活動推進補助

金交付審査申込書（第１号様式）に次の書類を添えて、市長が別に定める期日まで

に提出しなければならない。 

 (１) 海老名市市民活動推進補助金収支予算書（第２号様式） 

 (２) 海老名市市民活動推進補助金審査団体の概要書（第３号様式） 

 (３) 団体の規約、会則、定款又はこれに類するもの 

 (４) 団体の役員名簿又はこれに類するもの 

(５) その他市長が必要と認めた書類 

（諮問） 

第８条 市長は、前条による書類が提出されたときは、補助事業の選考及び補助金の

額について、委員会に諮問する。 

２ 委員会は、諮問を受けた補助事業を調査審議し、その結果を市長に答申する。 

 （交付対象事業の認定） 

第９条 市長は、前条第２項による委員会の答申を受けたときは、予算の範囲内にお

いて補助事業及び補助金の額を認定する。 



２ 市長は、前項の規定により補助事業及び補助金の額を認定する場合にあっては、

その団体に対して海老名市市民活動推進補助金認定通知書（第４号様式）を交付し、

認定しない場合にあっては、その旨を通知する。 

 （補助金の交付申請） 

第１０条 前条第２項の規定により海老名市市民活動推進補助金認定通知書を交付さ

れた団体で、補助金の交付を受けようとする者は、認定された補助金の額の範囲内

で海老名市市民活動推進補助金交付申請書（第５号様式）を市長が別に定める期日

までに提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、補助金の交付の適

否について決定し、適当と認めたときは補助金の交付を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、その団体に対して海

老名市市民活動推進補助金交付決定通知書（第６号様式）を交付する。 

（補助金の請求等） 

第１２条 補助金の交付決定を受けた団体の代表者（以下「補助事業者」という。）

は、海老名市市民活動推進補助金交付請求書（第７号様式）を市長に提出するもの

とする。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付する。 

（補助事業の変更等） 

第１３条 補助事業者は、補助事業を変更又は中止しようとするときは、海老名市市 

民活動推進補助金変更・中止承認申請書（第８号様式）に関係書類を添えて、市長 

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、補助事業の変更又は中止の適否に

ついて決定し、適当と認めたときは海老名市市民活動推進補助金変更・中止承認通

知書（第９号様式）により補助事業者に通知する。 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、海老名市市民活動推進補助金 



実績報告書（第 10 号様式）及び海老名市市民活動推進補助金収支決算書（第 11 号 

様式）に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付

すべき補助金の額を確定し、海老名市市民活動推進補助金確定通知書（第12号様式）

により補助事業者へ通知する。 

 （活動結果の公開等） 

第１６条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、補助事業の内容を公開する。 

２ 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、公開で補助事業の活動報

告を行うものとする。 

 （決定の取消し等） 

第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。この場合において、

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、取り消した額に

相当する金額の返還を命ずることができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金の交付決定の内容又は補助条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条の規定により補助金の返還を補助事業者に命ずるときは、 

海老名市市民活動推進補助金返還通知書（第13号様式）により行うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の通知書を受けたときは、当該通知書を受けた日から30日以

内に当該通知書に記載された返還金額を、市長に返還しなければならない。 

 （書類の整備等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当

該収支及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計

年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 



（補則） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 27 年 11 月 27 日から施行する。 

≪平成 22 年４月１日制定≫ 

≪平成 26 年 12 月 20 日一部改正≫ 

別表（第３条、第６条関係） 

区分 補助対象事業 補助金の額 補助金の交付回数 

入門編 第３条１項１号に規定する

事業 

上限10万円 １団体につき、１回のみの

交付とする。 

発展編 第３条１項２号に規定する

事業 

上限30万円 １団体につき、３回まで交

付することができる。ただ

し、当該年度に１回のみの

交付とする。 

備考 当該年度に審査申込できるのは１事業のみとします。 
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～海老名市市民活動補償制度とは～ 

 市内では、地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動など市民の皆さんによる多く

の公益的な市民活動が行われています。 

 海老名市市民活動補償制度は、市民の皆さんが安心して市民活動に参加できるよう、予期せ

ず発生した事故について補償を行うことを目的としています。 

 市が市民活動団体等を被保険者として保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払っている

ため、市民の皆さんが事前に申し込むことや保険料の支払いは必要ありません。 

海老名市 

市民活動補償制度 

《 手 引 き 》 

参考資料５



１ 対象となる活動

 対象となる活動

 次のすべてにあてはまる活動が、対象となります。 

 ①市内に拠点を置く市民活動団体等が行う活動 

 ②無報酬（実費弁償分を含む）で行う活動 

 ③自由意志のもとに行う継続的・計画的な活動 

 ④公益的な活動 

 対象とならない活動

 趣味的な活動や特定の政党若しくは宗教に係る活動、営利を目的とする活動、職業として行

う活動、学校管理下での活動は、本制度の対象となりません。 

２ 補償の内容 

区 分 種 類 補償限度額等 

賠償責任事故 

市民活動中に、指導者等の過失により、

市民活動参加者（注１）又は第三者の生

命、身体又は財物に損害を与え、当該指

導者等が法律上の損害賠償責任を負う事

故をいう。 

身体賠償（対人）
１人１億円 

１事故３億円 

財物賠償（対物） １事故５００万円 

保管者賠償 １事故３００万円 

傷害事故 

市民活動中に発生した急激、かつ、偶

然な外来の事故又は熱中症（熱射病及び

日射病をいう。）、細菌性食中毒及びウイ

ルス性食中毒（以下これらを「熱中症等」

という。）により、市民活動の指導者等又

は参加者（注１）が死亡し、又は負傷し、

若しくは発症した事故をいう。 

死亡補償金 
５００万円  

熱中症等は３００万円 

後遺症害補償金 
５００万円  

熱中症等は３００万円 

入院補償金 
３,０００円（１日） 

事故の日から180日が限度 

通院補償金 
２,０００円（１日） 

事故の日から180日の間の90日が限度

特定疾病事故 死亡弔慰金 ５０万円 

注１ 実際に公益的（ボランティア）活動を行う者で、見学者、付き添い者を除きます。 



４ 対象・対象外の事故例 

 市民活動補償制度の対象となる事故、対象とならない事故には、次のようなものがあります。 

 ただし、実際に事故が起きたときは、聴き取りを行い、対象の可否を判断します。 

対象となる事故例 

  ①自治会主催の盆おどりを準備している最中、自治会役員がやぐらを組み立てようとして  

ケガをした。 

自治会役員は市民活動を行う者にあたり、傷害事故の対象になります。 

   ただし、他覚症状（骨折や裂傷などの目に見える形のダメージ）のない頚部症候群 

   （ムチ打ち症）や急性腰椎症（ぎっくり腰）などは対象外です。 

 ②環境団体が河川清掃活動を行った際、ボランティア参加者が一緒に清掃活動を行い、 

  ケガをした。 

清掃活動の参加者は市民活動を行う者にあたり、傷害事故の対象になります。 

 ③往復途上に怪我をした。  

自宅と集合地及び解散地との通常経路の往復途上における事故も市民活動中の事故と

して対象になります。ただし、寄り道をして帰った場合などは対象になりません。 

対象とならない事故例 

  ①自治会のお祭に遊びに来た人が盆踊りをして転んで、ケガをした。 

単なる参加者、見学者、付き添い者などは対象外です。 

  ②手芸の会の活動中に参加者がケガをした。 

ボランティア要素のない趣味的な活動は対象外です。 

  ③謝礼を得ている市民活動の指導者が指導中転んで、ケガをした。 

実費以上の対価を得ている場合は、対象外です。 

◆特定疾病事故とは 

 ア 指導者等又は参加者が、急性心疾患（心筋こうそく、急性心不全等をいう。）又は急

性脳疾患（くも膜下出血、脳内出血等をいう。）を原因として、市民活動中に死亡した

場合又は市民活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30
日以内に死亡した場合

 イ 指導者等又は参加者が、急性心疾患、急性脳疾患又は熱中症等以外の疾患を、市民活

動中に発症し、その後24時間以内に死亡した場合において、当該疾患により死亡した
こと及び死亡原因となる疾患名が、医師の診断により明らかにされた場合。ただし、

急性アルコール中毒、麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除

く。



５ 事故が発生したら 

事故が発生 

↓

速やかに市民活動推進課に連絡してください。 

 事故の発生状況を聴き取りします。 

 ※連絡が遅い場合、補償の対象とならないときがあります。 

↓ 

次の書類を市民活動推進課に提出してください。 

 ①海老名市市民活動補償制度事故報告書 

 ②団体の概要が把握できる書類（規約、会則など） 

 ③市民活動の内容が分かる書類（活動計画書、プログラムなど） 

 ④市民活動に参加した人の名簿 

 ⑤その他、事故報告に必要な書類 

↓

事故が本制度の対象となるか調査し、判定結果を通知します。 

↓

◆本制度の対象となった場合 

治療などが終わったら、次の書類を市民活動推進課に提出してください。 

 ①補償金請求書 

 ②受診した病院の領収書の写し 

 ③その他、治療状況が分かる書類 

 ④賠償責任事故の場合、その他必要な書類 

市が保険会社に補償金を請求します。 

 保険会社は、補償金請求者が指定する金融機関の口座に補償金を振り込みます。 

☆ 問い合わせ ☆ 

海老名市市役所 市民活動推進課 市民活動推進係 

住所 〒２４３－０４９２ 海老名市勝瀬１７５番地の１  

電話 ０４６－２３５－４７９４ 

活動前にもう一度確認をしてください ～事故は、防止することが大切です～ 

活動の計画に無理はありませんか？ 

活動する場所に危険な箇所はありませんか？ 

指導者の人数は十分ですか？責任や分担が明確ですか？ 

参加者の健康状態に問題はありませんか？ 

事前に事故防止に対する注意や指導をしていますか？



海老名市 市民活動推進補助金
区 分 趣 旨 団体の設立要件等 補助金の上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

入門編 団体の自立を促進し、活動を軌道に乗せるた
めの事業。 １０万円 1団体につき、１回のみの交

付とする。 0団体 1団体 1団体

発展編
団体がこれまでに行ってきた活動の拡充を図
る事業、又は活動の発展を目的に次の一歩
として新たに行う事業。

３０万円
１団体につき３回まで交付
できる。ただし、当該年度に
１回のみの交付とする。

5団体 6団体 6団体

大和市 市民活動推進補助金
区 分 趣 旨 団体の設立要件等 補助金の上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

めばえ 活動をこれから始める、または、始めたばかりの
皆さんに対する補助です。【団体補助】

５万円
ただし、当該事業実施に必要な経費の範囲内であ
り、現金による支出を超えることはできません。

1申請者につき1回まで 2団体 ０団体 ０団体

はぐくみ すでに活動をしている皆さんが、より活動を発
展させるための補助です。【事業補助】

２０万円
ただし、当該事業実施に必要な経費の2分の1以内
であり、現金による支出を超えることはできません。

1事業につき1回まで ２団体 ２団体 １団体

綾瀬市 きらめき補助金
区 分 趣 旨 団体の設立要件等 補助金の上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

いぶき 活動をはじめたばかりの団体が勇気をもって市
民活動に取り組むための支援 設立1 年未満の団体 １０万円 １団体１回まで 3団体 ２団体 ０団体

はぐくみ 既に活動している団体の活動を一層充実・
発展するための支援 設立1 年以上の団体 ２０万円 １事業につき３回まで 6団体 ７団体 ５団体

はばたき
既に活動している団体が地域社会での広がり
を目的に他の団体と協働で活動を行うための
支援

設立1 年以上の団体
2 団体以上で事業を実施 ５０万円 １事業につき５回まで ０団体 ０団体 ０団体

平塚市 ひらつか市民活動ファンド
区 分 趣 旨 団体の設立要件等 補助金の上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

入門
今までに、ひらつか市民活動ファンドの助成を受
けたことがなく、助成金を必要とする事業に取り
組む団体を対象とします。

１０万円 １団体につき１回 ４団体 ２団体 １団体

発展

活動をさらに発展させていこうとする団体や、新た
な事業を展開しようとする団体などを対象としま
す。
※設立後、１年以上経った団体が対象。

 ５０万円
※事業費の助成割合の制限あり。
（１回目90％、２回目80％、３回目70％）

１団体につき３回 ６団体 ３団体 ３団体

藤沢市 公益的市民活動助成事業
区 分 趣 旨 団体の設立要件等 補助金の上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

学生や若者を中
心とする団体

団体の要件代表者や学生又は若者であり、か
つ、８割以上の構成員が学生又は若者であるこ
と。

２０万円
（団体の予算額の９０％以内）

一般の団体
４０万円

（団体の予算額の５０％以内）
※設立後３年未満の団体の場合、８０％以内

相模原市
区 分 趣 旨 団体の設立要件等 補助金の上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

ファースト
ステップコース 活動の初動期を支援するための助成 設立後３年未満の団体（応募日現在） 総事業の９０％以内で１０万円以内。

※学生主体の場合には１００％以内で助成
同一の団体が、３回まで助
成を受けることができます。 １０団体 ７団体 ５団体

ステップアップ
コース 活動をブラッシュアップし発展させるための助成 設立後３年以上の団体（応募日現在） 総事業の８０％以内で５０万円以内。 同一の団体が３回まで受け

ることができます。 １２団体 ７団体 １１団体
備品は対象経費とせず

他市との比較

市民・行政協働運営型市民ファンド ゆめの芽

６団体

事業終了後に団体の財産と
なり得るものは不可。
(衣装や楽器、電子機器
等)

「めばえ」については、団体の
活動初期に必要な備品費
（パソコンや机等）も経費と
して含めることができる。

物品のうち、取得価格又は
評価額が５万円（単価）
以上のものはレンタル等で対
応。

５万円以上の備品や器具
を購入する際は、申請時に
要相談。
助成金により購入した備品
には、「公益信託ひらつか市
民活動ファンド」からの助成
対象である旨の表示義務あ
り。

 １団体につき２回まで
※過去の助成制度での助
成回数を含む

組織基盤の強化と認めれら
れるものであれば限定しな
い。
※事務管理能力を高めるた
めに必要となるパソコンや会
計ソフトなどの購入費など。

藤沢市民を対象とした公益的な市民活動を
行う団体が「組織基盤を強化するための取組
み」を対象とする。

５団体 ４団体
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